
 
 

茅野市告示第 300 号 

 

茅野市はつらつ事業所認定事業実施要綱を次のように定める。 

 

平成 30 年 12 月 26 日 

茅野市長 柳平 千代一     

 

茅野市はつらつ事業所認定事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、男女が共に働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組

む事業所をはつらつ事業所として認定し、広く市民に公表することにより、

事業所における男女共同参画を推進し、もって男女共同参画社会の形成に資

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(1) 事業所 市内に事務所を有する個人又は法人その他の団体であって、常

時従業員を使用するものをいう。 

(2) はつらつ事業所 男女共同参画推進のため積極的な取組をしていると

市長が認定した事業所をいう。 

（認定の要件） 

第３条 市長は、次に掲げる取組のいずれかを実施している事業所を、はつら

つ事業所として認定することができる。 

(1) 男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組 

(2) 仕事と家庭生活の両立支援に関する取組 

(3) 性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組 

(4) その他男女共同参画を推進する取組 

（申請） 

第４条 はつらつ事業所の認定を受けようとする事業所は、市長に対し茅野市

はつらつ事業所認定申請書(様式第１号)により申請を行うものとする。 

（審査会） 

第５条 市長は、前条の規定による申請について第３条に掲げる認定の要件に

適合しているかを審査するため、茅野市はつらつ事業所認定審査会(以下「審

査会」という。)を置く。 

２ 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 茅野市男女共同参画推進会議委員 

 (2) 市の職員 

３ 審査会に会長及び副会長各 1 人を置き、委員が互選する。 

４ 会長は、会務を総理する。 



 
 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（認定等） 

第６条 市長は、前条の審査会の意見を聴いて、第３条に掲げる認定の要件に

適合していると認めるときは、はつらつ事業所として認定する。 

２ 市長は、前項の規定によりはつらつ事業所として認定したときは、茅野市

はつらつ事業所認定証(様式第２号)を交付するものとする。 

（認定期間） 

第７条 認定の期間は、認定した日から３年間とする。 

２ はつらつ事業所の認定を受けた事業所は、認定期間終了後も継続して認定

を受けようとするときは、茅野市はつらつ事業所継続申請書(様式第１号)に

より継続申請を行うものとする。この場合において、認定期間終了の６月前

から継続申請できるものとする。 

（認定書交付整理簿の備付け） 

第８条 市長は、茅野市はつらつ事業所認定書交付整理簿を備え付け、認定し

た事業所の名称、住所、認定期間その他の必要事項を記録するものとする。 

（認定事業所の公表） 

第９条 市長は、はつらつ事業所を認定したときは、ホームページ、広報紙等に

より公表するものとする。 

（変更の届出） 

第 10 条 はつらつ事業所は、認定を受けた内容に変更が生じたときは、茅野市

はつらつ事業所変更届出書(様式第３号)を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があった場合は、認定の継続について審査

を行うものとする。 

（認定の取消し） 

第 11 条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、第６条の認定を取り消すこ

とができる。 

(1) はつらつ事業所が、認定の取消しを申し出たとき。 

(2) はつらつ事業所が、第３条の認定の要件を満たさなくなったとき。 

(3) はつらつ事業所が、偽りその他不正な手段により、認定を受けたことが

判明したとき。 

（補則） 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に茅野市はつらつ事業所認定事業実施要綱（平成

27 年３月 25 日策定）の規定により認定されたはつらつ事業所は、この告示の



 
 

相当規定により認定されたものとみなす。 

  



 
 

様式第１号（第４条、第７条関係） 

 

茅野市はつらつ事業所認定・継続 申請書 

 

年   月   日 

（宛先）茅野市長 

事業所名                  

 

代表者職・氏名            ㊞  

 

次のとおり茅野市はつらつ事業所の認定を受けたいので、申請します。 

事業所 

所在地 

住所 

 

電話              ＦＡＸ 

業種 

□建設業    □製造業      □情報通信業   □運輸業・郵便業 

□卸売業・小売業□飲食店・宿泊業  □金融業・保険業 □不動産業・物品賃貸業 

□医療・福祉  □教育・学習支援業 □複合サービス業 □宿泊業・飲食サービス業

□生活関連サービス業、娯楽業    □その他（               ）

業務内容 

従業員          人       （うち女性         人） 

                     （うち非正規社員      人） 

該当する取組の実施または予定に○印をつけてください。（複数選択可能） 

① 男女が共に働きやすい職場環境づくりに関する取組 

② 仕事と家庭生活の両立支援に関する取組 

③ 性別にとらわれず、従業員の能力向上及び職域の拡大を行う取組 

④ その他男女共同参画を推進する取組 男女が共に働きやすい職場環

境づくりに関する取組 

具体的内容（参考資料があれば添付してください。） 



 
 

 

様式第２号（第６条関係） 

 

 

茅野市はつらつ事業所 

認 定 証 
 

 

                            様 

 

 

 

 茅野市はつらつ事業所として認定します 

 

 

認定番号    第   号 

 

 

認定年月日 

 

 

認定期間 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 

 

 

             茅野市長        印 



 
 

 

様式第３号（第 10 条関係） 

 

茅野市はつらつ事業所変更届出書 

 

年   月   日 

（宛先）茅野市長 

 

所在地 

名 称 

代表者の職及び氏名         ○印  

 

 

下記のとおり認定を受けた内容に変更が生じたので、届け出ます。 

 

記 

 

１ 認定番号    第     号 

２ 認定年月日   年   月   日 

３ 変更内容 

   

変更前 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 


